
⑥ 木材利用の推進について

児童福祉施設等における木材利用の推進にあたっては 「社会福祉、

施設等における木材利用の推進について （平成9年3月6日付大臣官」

房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭

局長連名通知）により、木材利用の積極的な活用についてお願いして

きたところであるが、木材を利用した施設の居住環境がもたらす心理

的・情緒的な効果は極めて効果的であることから、施設構造としては

もちろんのこと、内装や家具などの備品についても積極的な活用が図

られるよう、管内市町村及び社会福祉法人等に対し周知をお願いした

い。

なお、保育所の木材の活用に関しては 「保育所木材利用状況調査、

研究事業報告書（木のぬくもりを保育所に 」及び「大型遊具編」が）

作成されており、保育所で木材利用を計画する際の参考資料とされる

よう周知をお願いしたい （参考： 木のぬくもりを保育所に （http。 「 」

://www.zenhokyo.gr.jp/nukumori/nukumori.htm)）

⑦ 地球温暖化対策に配慮した施設整備について

地球規模の温暖化対策（とりわけ低炭素社会づくり）は重要な課題

であり、児童福祉施設等においても積極的に取り組んでいくことが必

要である。

このため、児童福祉施設等の施設整備にあたっては、太陽光発電設

備や照明設備の省エネ機器の導入等地球温暖化対策に資する種々の対

策について積極的に取り組むよう、管内市町村及び社会福祉法人等に

対し周知をお願いしたい。

⑧ 財産処分の承認基準の見直し

国庫補助を受けて整備された児童福祉施設等に係る財産処分につい

ては、平成20年4月17日付雇児発第0417001号「厚生労働省所管一般会

計補助金等に係る財産処分について」を発出したところである。これ

により、財産処分承認基準の明確化や手続きの簡素化（包括承認制度

の導入）を図ったところであり、これらの取り扱いについて、管内市

町村及び社会福祉法人等へ周知をお願いしたい。

（参考）厚生労働省ホームページ（財産処分承認基準関係）

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/04/tp0421-1.html
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（２）児童福祉施設等の運営について

① 児童福祉施設の運営等について

ア 社会福祉施設は、利用者本位のサービスを提供するため、苦情解

決の仕組みを整備し、第三者評価事業を積極的に活用するなど、自

ら提供するサービスの質、職員育成及び経営の効率化など継続的な

、 、改善に努めるとともに 地域福祉サービスの拠点としてその公共性

公益性を発揮することが求められている。

このため、本来事業の適正な実施に加え、施設機能の地域への開

放及び災害時の要援護者への支援などの公益的取組が推進されるよ

う、適切な指導をお願いしたい。

また、積極的に利用者・家族等とのコミュニケーションを図るこ

とや、苦情解決への取り組みを実施することによって、多くの事故

を未然に回避し、万が一事故が起きてしまった場合でも適切な対応

が可能となるよう危機管理（リスクマネジメント）の取り組みを推

進することが重要であり、引き続き指導の徹底をお願いしたい。

イ 児童福祉施設等の運営費の運用については、従来から適正な指導

をお願いしているところであるが、運営費の不正使用などの不祥事

により社会福祉施設に対する国民の信頼を損なうことのないよう、

指導監査の結果を踏まえた運営の指導にあたる等、施設所管課と指

導監査担当課等との連携を十分に図り、適正な施設運営について引

き続き指導をお願いしたい。

② 児童の安全確保について

ア 児童福祉施設等における児童の安全確保については、従来より種

々ご尽力頂いているところであるが、各都道府県等におかれては、

事件・事故の発生の予防や発生した場合の迅速、的確な対応が図ら

れるよう、引き続き市町村及び児童福祉施設等に対する指導をお願

いしたい。

また、児童福祉施設等においては、日頃からの職員の協力連携体

制は勿論のこと、保護者を含む地域との協力体制を確立することが

重要であり、地域全体の協力による児童福祉施設等の安全確保に努

められたい。

《参考》

・ 児童福祉施設等における児童の安全の確保について （平成13年6「 」

月15日雇児総発第402号）

・ 児童福祉施設等における児童の安全確保・安全管理の一層の徹底「
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